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子育て・教育暮らし・住まい・環境 保険・年金・税金 健康・福祉

３ １０ １

店名 所在地 電話

長谷川オートサイ

クル
勝沼３－９２－５ ２２－４４９８

自転車人の店クロ

チェリスタ

日向和田３－５３５

－１１
２７－４２６１

青柳商店 本町１５２ ２２－２６１０

和田自転車店 日向和田３－５２２ ２２－４３９７

吉川サイクル商会 駒木町１－７３７ ２２－４６６７

輪千自転車店 友田町２－６７７ ２２－０６４４

田中輪業 千ヶ瀬町２－２５８ ２４－０５４０

サイクルスポーツ

のざき

大門１－７６１－

１３
２４－２２４５

岡ちゃんサイクル
河辺町７－１０－

１０
３２－１８０８

自転車コーキ屋
河辺町１０－１１－

４
７８－３６５８

介
護
保
険
料
の
10
月
以
降
の

特
別
徴
収
(
年
金
天
引
き
)
額

　

介
護
保
険
料
を
年
金
か
ら
天

引
き
し
て
い
る
方
に
つ
い
て

は
、
前
年
の
収
入
の
変
動
な
ど

に
よ
り
、
仮
徴
収
額
(
４
月
・

６
月
・
８
月
)
と
本
徴
収
額

(
10
月
・
12
月
・
２
月
)
が
大

き
く
変
動
す
る
こ
と
が
あ
り
ま

す
。
そ
こ
で
、
10
月
か
ら
翌
年

度
内
に
、
で
き
る
だ
け
均
等
に

天
引
き
が
で
き
る
よ
う
に
、
市

が
一
部
の
方
に
つ
い
て
、
８
月

の
天
引
き
額
を
調
整
し
て
い
ま

す
。

　

調
整
の
結
果
、
10
月
以
降
の

天
引
き
額
が
８
月
に
比
べ
て
増

減
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

詳
細
は
、
７
月
に
送
付
し
た

「
介
護
保
険
料
納
入
通
知
書
」

に
同
封
の
「
介
護
保
険
料
納
入

通
知
書
の
見
方
(
例
)」
の
裏

面
ま
た
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

(
記
事
ID
…
１
２
５
０
)
を
ご

覧
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ　

介
護
保
険
課
介

護
保
険
管
理
係

　

令
和
３
年
の
年
金
生
活
者
支

援
給
付
金
の
支
給
は
、
令
和
３

年
10
月
分
か
ら
該
当
者
に
支
給

さ
れ
、
年
金
と
は
別
に
、
年
金

の
振
込
先
口
座
に
振
り
込
ま
れ

ま
す
。

請
求
手
続
き

　

日
本
年
金
機
構
が
令
和
２
年

所
得
情
報
に
基
づ
き
、
支
給
要

件
を
満
た
し
て
い
る
か
判
定
を

行
い
、
該
当
者
へ
請
求
書
を
送

付
し
ま
す
の
で
、
手
続
き
を
し

て
く
だ
さ
い
。

　

手
続
き
が
遅
れ
て
し
ま
う

と
、
支
給
月
が
遅
く
な
る
こ
と

や
支
給
さ
れ
な
い
月
が
発
生
す

る
こ
と
が
あ
り
ま
す
の
で
ご
注

意
く
だ
さ
い
。

　

支
援
給
付
金
に
は
、
次
の
３

種
類
が
あ
り
ま
す
。

①
老
齢
年
金
生
活
者
支
援
給
付

金
(
補
足
的
老
齢
年
金
生
活

者
支
援
給
付
金
)

対
象　

次
の
す
べ
て
を
満
た
し

て
い
る
方

▽
65
歳
以
上
で
、
老
齢
基
礎
年

金
の
受
給
者

▽
請
求
す
る
方
の
世
帯
全
員
の

市
町
村
民
税
が
非
課
税

▽
前
年
の
年
金
収
入
額
と
そ
の

他
の
所
得
額
の
合
計
が
、
所

得
基
準
額(
88
万
１
千
200
円
)

以
下

給
付
額
(
月
額
)　

表
の
Ａ
、

Ｂ
の
合
計
額

※
国
民
年
金
保
険
料(
保
険
料
)

納
付
済
み
期
間
等
に
応
じ
て

算
出
さ
れ
ま
す
。

※
Ｂ
の
額
は
毎
年
の
老
齢
基
礎

年
金
額
の
改
定
に
応
じ
て
変

動
し
ま
す
。

②
障
害
年
金
生
活
者
支
援
給
付

金
対
象　

次
の
す
べ
て
を
満
た
し

て
い
る
方

▽
障
害
基
礎
年
金
の
受
給
者

▽
前
年
の
所
得
が
472
万
１
千
円

以
下

給
付
額
(
月
額
)　

障
害
年
金

１
級
６
千
288
円
、
障
害
年
金

２
級
５
千
30
円

③
遺
族
年
金
生
活
者
支
援
給
付

金
対
象　

次
の
す
べ
て
を
満
た
し

て
い
る
方

▽
遺
族
基
礎
年
金
の
受
給
者

▽
前
年
の
所
得
が
472
万
１
千
円

以
下

給
付
額
(
月
額
)　

５
千
30
円

※
２
人
以
上
の
子
が
遺
族
基
礎

年
金
を
受
給
し
て
い
る
場
合

は
、
５
千
30
円
を
子
の
数
で

割
っ
た
金
額
が
そ
れ
ぞ
れ
に

支
払
わ
れ
ま
す
。

※
②
③
と
も
扶
養
親
族
等
の
数

に
応
じ
て
増
額
さ
れ
ま
す
。

そ
の
他

▽
支
給
要
件
を
満
た
す
場
合
、

２
年
目
以
降
の
手
続
き
は
原

則
と
し
て
不
要
で
す
。

▽
支
給
要
件
を
満
た
さ
な
く

な
っ
た
場
合
、
支
給
さ
れ
ま

せ
ん
。
そ
の
際
は
「
年
金
生

活
者
支
援
給
付
不
該
当
通
知

書
」
が
送
付
さ
れ
ま
す
。

▽
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

場
合
は
、支
給
さ
れ
ま
せ
ん
。

①
日
本
国
内
に
住
所
が
な
い
と
き

②
年
金
が
全
額
支
給
停
止
の
と
き

③
刑
事
施
設
等
に
拘
禁
さ
れ
て

い
る
と
き

※
①
③
は
届
け
出
が
必
要
に
な

り
ま
す
の
で
、
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ

▽
年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
専

用
ダ
イ
ヤ
ル
☎
０
５
７
０
・

05
・
４
０
９
２
(
050
で
始

ま
る
電
話
か
ら
は
☎
03
・

５
５
３
９
・
２
２
１
６
)

※
月
曜
日
…
午
前
８
時
30
分
〜

午
後
７
時
、
火
〜
金
曜
日
…

午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時

15
分
、
第
２
土
曜
日
…
午
前

９
時
30
分
〜
午
後
４
時

※
月
曜
日
が
祝
日
の
場
合
は
翌

開
所
日
は
午
後
７
時
ま
で

※
祝
日
(
第
２
土
曜
日
を
除

く
)、
年
末
年
始
を
除
く

▽
青
梅
年
金
事
務
所
☎
30
・

３
４
１
０

※
お
問
い
合
わ
せ
の
際
は
、
年

金
証
書
、
年
金
手
帳
な
ど
基

礎
年
金
番
号
が
分
か
る
も
の

を
ご
用
意
く
だ
さ
い
。

年

金

生

活

者

支

援

給

付

金

※ 前年の所得額が７８１，２００円を超え８８１，２００円以下の方は、調整支給率（毎年の老齢基礎年金額の改定に
応じて変動）を乗じ、「補足的老齢年金生活支援給付金」として支給されます。

表　給付額の算出方法

Ａ．保険料納付済み期間に基づく金額

Ｂ．保険料免除期間に基づく金額

全額免除
３／４免除
１／２免除

１／４免除

基準額 ５，０３０円 １０，８４５円 ５，４２２円
計算式 基準額×納付済み期間÷４８０月×調整支給率（※） 基準額×免除期間÷４８０月

ひ

き

こ

も

り

講

演

会
・

相

談

会

ひ

き

こ

も

り

講

演

会
・

相

談

会

講
演
会

　

ひ
き
こ
も
り
支
援
の
指
導
員

が
、
支
援
現
場
で
の
家
族
間
の

対
話
事
例
な
ど
を
も
と
に
、
家

族
間
の
対
応
法
と
ひ
き
こ
も
り

か
ら
の
自
立
を
考
え
ま
す
。

日
時

10
月
21
日
(
木
)　

午

後
７
時
か
ら

会
場　

市
役
所
２
階
204
〜
206
会

議
室

講
師　

(
特
非
)
青
少
年
自
立

援
助
セ
ン
タ
ー
職
員

定
員　

先
着
50
人

直
接
会
場
へ

相
談
会

　

ひ
き
こ
も
り
の
状
態
が
長
期

化
す
る
と
、
社
会
的
自
立
が
困

難
と
な
り
、
社
会
か
ら
孤
立
し

て
い
く
状
況
に
陥
り
や
す
い
傾

向
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
な

状
況
を
改
善
す
る
た
め
の
第
一

歩
と
し
て
、
ひ
き
こ
も
り
の
問

題
を
抱
え
て
い
る
ご
家
族
へ
の

支
援
の
た
め
相
談
会
を
開
催
し

ま
す
。

日
時

11
月
１
日
(
月
)、
２

日
(
火
)、
４
日
(
木
)　

①

午
前
９
時
か
ら
②
午
前
10
時

30
分
か
ら
③
午
後
１
時
10
分

か
ら
④
午
後
２
時
40
分
か
ら

※
１
家
族
あ
た
り
80
分
以
内

会
場　

市
役
所
内
相
談
室

対
象　

ひ
き
こ
も
り
の
家
族
お

よ
び
本
人

定
員　

各
日
先
着
４
家
族
(
予

約
制
)

そ
の
他　

専
門
的
知
識
を
持

ち
、
経
験
豊
か
な
相
談
員
が

相
談
を
受
け
付
け
ま
す
。

申
し
込
み　

電
話
で
生
活
福
祉

課
生
活
自
立
支
援
担
当
へ

随
時
相
談

　

随
時
ひ
き
こ
も
り
に
係
る
相

談
を
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

※
１
回
あ
た
り
80
分
以
内

申
し
込
み　

電
話
で
生
活
福
祉

課
生
活
自
立
支
援
窓
口
☎
23

・
５
８
８
８
ま
た
は
生
活
福

祉
課
へ

い
ず
れ
も

費
用
無
料

問
い
合
わ
せ　

生
活
福
祉
課
生

活
自
立
支
援
担
当

幼

児
・

児

童

用

自

転

車

ヘ

ル

メ

ッ

ト

購

入

費

用

の

一

部

助

成

を

行

っ

て

い

ま

す

　

市
で
は
、
自
転
車
ヘ
ル
メ
ッ

ト
の
普
及
を
図
り
、
交
通
事
故

の
防
止
と
交
通
事
故
被
害
を
軽

減
す
る
た
め
、
幼
児
・
児
童
用

自
転
車
ヘ
ル
メ
ッ
ト
を
事
業
協

力
店
で
購
入
の
際
、
費
用
の
一

部
を
助
成
し
て
い
ま
す
。
ぜ
ひ

ご
利
用
く
だ
さ
い
。

申
請
で
き
る
方　

市
内
在
住
の

13
歳
未
満
の
幼
児
・
児
童
の

保
護
者

助
成
内
容　

幼
児
・
児
童
用
自

転
車
ヘ
ル
メ
ッ
ト
(
Ｓ
Ｇ

マ
ー
ク
付
き
)
１
個
に
つ
き

上
限
２
千
円

※
当
該
年
度
幼
児
・
児
童
１
人

に
つ
き
１
個

※
事
業
協
力
店
で
取
り
扱
い
の

も
の
に
限
り
ま
す
。

購
入
方
法　

事
業
協
力
店
(
下

表
参
照
)
で
ヘ
ル
メ
ッ
ト
を

購
入
す
る
際
、
市
が
発
行
す

る
助
成
券
を
提
出
し
、
助
成

額
を
差
し
引
い
た
金
額
を

支
払
っ
て
く
だ
さ
い
。

※
助
成
券
は
、
申
請
受
理
・
内

容
審
査
後
、
助
成
決
定
通
知

書
と
と
も
に
送
付
し
ま
す
。

(
申
請
受
理
後
、
２
〜
３
週

間
程
度
か
か
り
ま
す
。)

申
請
方
法　

申
請
書
に
記
入

し
、
市
民
安
全
課
市
民
安
全

係
へ

※
午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時

(
土
・
日
曜
日
、
祝
日
除
く
)

※
申
請
書
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

(
記
事
Ｉ
Ｄ
…
６
５
７
)
か

ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
可

※
郵
送
可

　

市
役
所
を
拠
点
に
、
地
域

包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
業
務
お

よ
び
高
齢
者
の
支
援
に
関
す

る
業
務
に
従
事
す
る
介
護

支
援
専
門
員
(
ケ
ア
マ
ネ

ジ
ャ
ー
)
を
募
集
し
ま
す
。

業
務
内
容　

高
齢
者
に
関
す

る
相
談
業
務
、
ケ
ア
プ
ラ

ン
作
成
業
務

応
募
資
格　

介
護
支
援
専
門

員
の
資
格
を
有
し
、
普
通

自
動
車
免
許
を
お
持
ち
の

方
募
集
人
数　

１
人

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
会
計
年
度
任
用
職
員

介
護
支
援
専
門
員
(
ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー
)
募
集

勤
務
日
時　

月
〜
金
曜
日　

午
前
９
時
〜
午
後
５
時

(
７
時
間
)

勤
務
開
始
日

11
月
１
日

(
予
定
)

報
酬
等　

日
給
１
万
２
千
691

円
※
要
件
を
満
た
す
場
合
は
、

通
勤
手
当
・
期
末
手
当
の

支
給
、
社
会
保
険
・
労
働

保
険
の
加
入
、
有
給
休
暇

の
付
与
あ
り

選
考
方
法　

書
類
選
考
後
、

面
接
を
実
施

申
し
込
み

10
月
７
日
(
必

着
)
ま
で
に
高
齢
者
支
援

課
(
市
役
所
１
階
)
で
配

布
す
る
「
令
和
３
年
度

会
計
年
度
任
用
職
員
申

込
書
」
を
郵
送
〒
198
―

８
７
０
１
青
梅
市
高
齢
者

支
援
課
へ

※
持
参
も
可
(
土
・
日
曜
日

を
除
く
)

※
申
込
書
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
(
記
事
ID
…
２
０
７
５

８
)
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド

可
問
い
合
わ
せ　

高
齢
者
支
援

課
包
括
支
援
係

第第
1111
回
特
別
弔
慰
金
の
申
請
は

回
特
別
弔
慰
金
の
申
請
は

お
済
み
で
す
か
？

お
済
み
で
す
か
？

支
給
対
象
者

　

戦
没
者
等
の
死
亡
時
の
遺
族

で
、
令
和
２
年
４
月
１
日
に
お

い
て
、
公
務
扶
助
料
や
遺
族
年

金
等
を
受
け
る
方
が
い
な
い
場

合
に
、
次
の
順
番
に
よ
る
遺
族

１
人

⑴
令
和
２
年
４
月
１
日
ま
で
に

戦
傷
病
者
戦
没
者
遺
族
等
援

護
法
に
よ
る
弔
慰
金
の
受
給

権
を
取
得
し
た
方

⑵
戦
没
者
等
の
子

⑶
戦
没
者
等
の
①
父
母
②
孫
③

祖
父
母
④
兄
弟
姉
妹

※
戦
没
者
等
の
死
亡
時
、
生
計

関
係
を
有
し
て
い
る
こ
と
等

の
要
件
を
満
た
し
て
い
る
か

ど
う
か
に
よ
り
、
順
番
が
替

わ
り
ま
す
。

⑷
前
記
⑴
〜
⑶
以
外
の
戦
没

者
等
の
三
親
等
内
の
親
族

(
甥お

い

、
姪め

い

等
)

※
戦
没
者
等
の
死
亡
時
ま
で
引

き
続
き
１
年
以
上
の
生
計
関

係
を
有
し
て
い
た
方
に
限
り

ま
す
。

支
給
内
容　

額
面
25
万
円
、
５

年
償
還
の
記
名
国
債

請
求
期
間
・
窓
口　

令
和
５
年

３
月
31
日
ま
で
に
福
祉
総
務

課
庶
務
係
(
市
役
所
３
階
)

へ
※
請
求
期
間
を
過
ぎ
る
と
、
弔

慰
金
を
受
け
る
こ
と
が
で
き

な
く
な
り
ま
す
の
で
ご
注
意

く
だ
さ
い
。

※
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

症
対
策
と
し
て
、
電
話
で
事

前
予
約
を
お
願
い
し
ま
す
。

問
い
合
わ
せ　

福
祉
総
務
課
庶

務
係


